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６月７日㊐～ 13日㊏危険物安全週間
　危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進するため、毎年６月の第２週は危険物安全週間とされています。
　ガソリン、灯油、軽油などの燃料や、塗料などの原料となる危険物は、私たちの生活の中で身近な存在となっ
ています。しかし、取扱いを誤ると大きな事故を招く危険性を有していることも認識した上で、安全に取り扱う
ことが重要です。

火災・救急・救助は 119 番！
問志賀消防署　☎ 32-1776　問富来分署　☎ 42-1211

　高齢になると、身体の水分割合が少なく、
若者に比べて熱中症にかかりやすくなります。
　高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくく、
水分を十分に取ることが難しいので、喉が渇
いていなくても水分をこまめに摂取するよう
に心がけましょう。

❶
熱中症を予防する４つのポイント

これからの季節は　熱中症　にご注意！

高齢者は要注意！！

ガソリンの詰替え購入時は「本人確認」と
「使用目的の確認」が義務化されました！
　令和元年７月に発生した京都府京都市伏見区の爆
発火災を受けガソリンスタンドなどでは、ガソリン
を携行缶で購入される人に対して、「本人確認」、「使
用目的の確認」「販売記録の作成」を行うことが令
和２年２月１日から義務となりました。

○本人確認について
　運転免許証、マイナンバーカード、パスポート
など、公的機関が発行する写真付きの証明書

○使用目的の確認について
　「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」
等の具体的な内容の確認が必要です。

その火事を 防ぐあなたに 金メダル

       令和２年度
全国統一防火標語

炎は一瞬で燃え広がります。
身近な危険物に注意しましょう。

■ 消毒用アルコールは
             火気の近くで使用しない

■ 灯油は涼しい場所に保管する

■ マニキュアやアロマオイルの
　　　　　近くで火を使用しない

■ ホームタンクなどの
　　　　　劣化破損を確認する

❷

❹❸
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　子どもの権利が守られる体罰のない社会へ

　
問 児童相談所全国共通ダイヤル　☎１

い ち は や く

８９
問 七尾児童相談所　　      ☎ 0767-53-0811
問 志賀町保健福祉センター　    ☎ 32-0339
問 志賀町児童相談　        ☎ 090-8267-4693

志賀町要保護児童対策
地域協議会だより

　児童相談所への児童虐待の相談件数は増加の一途をたどっており、子どもの命が失わ
れる痛ましい事件が続いています。この中には、保護者が「しつけ」と称して暴力、虐待
を行い非常に悪い結果につながるものもあります。
　こうしたことを踏まえ、2019年６月に成立した児童福祉法等の改正法で、体罰が許されないものであ
ることが法定化(2020年４月１日施行)されました。 法律の施行を踏まえ、子どもの権利が守られる体罰
のない社会を実現していくためには、一人一人が意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する
支援も含めて、社会全体で取り組んでいかなくてはなりません。
　
　子どもが思ったとおりに行動してくれず、イライラしたときに、「子どものしつけのためだから仕方ない」
として、体罰をしていませんか。体罰によって子どもの行動が変わったとしても、それは、叩かれた恐怖
心などによって行動した姿であり、自分で考えて行動した姿ではありません。子どもの成長の助けになら
ないばかりか、心身の発達などに悪影響を及ぼしてしまう可能性があり、子どもの健やかな成長・発達に
おいて、体罰は必要ありません。今一度、自分の子育てを振り返ってみましょう。

参考 : 厚生労働省「体罰によらない子育てのために」

    shoud be do watch
shold be do watch = みるべき

しゅっびぃどぅわっち

フレッシュな役場職員が

毎月手話で登場します。

 　健康福祉課　社会福祉士　　内山　裕貴   （うちやま　ゆうき ）

健康福祉課で介護保険や生活保護の業務に携わっています。
さまざまな理由により日常生活に困難を感じている人から相談を受け、その軽減や解決を支援
できるように、日々努力して頑張ります。よろしくお願いします。

右手の手のひらを胸にあて
て、なでおろします

右肩を右手の指先で２回
はらいます

相手にたずねる表情で、手
のひらを上に向けて相手の
ほうに出す

わ か る

両手をグーにして、２回
おろす

×２

わからない お元気ですか？

×２
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東
京
地
検
、
名
古
屋
地
検
、
横
浜
地
検
、
仙
台
高

等
検
察
庁
検
事
等
を
歴
任
。
現
在
は
「
あ
す
な
ろ
法

律
事
務
所
」
を
開
設
し
弁
護
士
と
し
て
活
動
し
て
い
ま

す
。
愛
知
学
院
大
学
の
特
別
教
授
も
務
め
て
い
ま
す
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と

労
働
問
題
に
つ
い
て

Ｑ
：
職
場
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た

場
合
、
会
社
に
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
ほ
か
、
起
こ
り
得
る
労
働

問
題
を
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ
：
４
月
７
日
、
政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
対
応
の
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
緊
急
事
態
宣

言
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
対
象
区
域

の
各
知
事
は
、
外
出
自
粛
要
請
や
、
施
設
の
使

用
停
止
と
い
っ
た
私
権
の
制
限
を
伴
う
措
置
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
。
各
職
場
に
お
い
て
も
、

感
染
防
止
に
向
け
て
最
大
限
努
力
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
　
労
働
契
約
法
５
条
で
、「
使
用
者
は
、
労
働
契

約
に
伴
い
、
労
働
者
が
そ
の
生
命
、
身
体
等
の

安
全
を
確
保
し
つ
つ
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。」
と

規
定
し
、
ま
た
、
労
働
安
全
衛
生
法
３
条
で
も

「
労
働
者
の
安
全
と
健
康
を
確
保
す
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
使
用
者
は
、
労
働
者
の
健
康
面
に
配

慮
す
る
と
い
う
健
康
配
慮
義
務
を
負
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
新

型
コ
ロ
ナ
に
対
し
て
も
、
事
業
所
内
の
感
染
防

止
策（
マ
ス
ク
の
着
用
な
ど
）を
積
極
的
に
講
じ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
措
置
を
せ
ず
、

漫
然
と
勤
務
さ
せ
た
結
果
、
労
働
者
が
感
染
し

た
場
合
は
、
使
用
者
側
に
債
務
不
履
行
責
任
が

問
わ
れ
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
い
ま
す
。
ま
た
、

取
引
先
で
感
染
し
た
場
合
は
、
労
働
災
害
と
し

て
認
定
を
受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
　
使
用
者
が
労
働
者
に
マ
ス
ク
着
用
を
強
要
で

き
る
か
で
す
が
、
服
務
規
程
と
し
て
着
用
を
義

務
付
け
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
し
か
し
、
マ
ス

ク
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
着
用
し
て
い

な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
服
務
規
程
違
反
と
し
て

懲
戒
処
分
や
注
意
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
難
し

い
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
義
務
付
け
る
と
す
る

な
ら
ば
、
使
用
者
が
マ
ス
ク
を
準
備
し
て
、
そ

れ
を
配
布
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
労
働
者
が
マ
ス
ク
着
用
を
拒
む
な
ど
感

染
防
止
に
消
極
的
で
、
そ
の
結
果
、
感
染
し
た

場
合
な
ど
は
、
労
働
者
に
も
健
康
保
持
義
務
違

反
が
あ
り
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
も
、
労
働

者
に
も
落
ち
度
が
有
る
と
し
て
過
失
相
殺
を
主

張
さ
れ
、
賠
償
金
額
が
低
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
労
働
者
を
休
業
や
自
宅
待
機
と
し
た
場
合
に

給
与
の
支
払
い
は
ど
う
な
る
か
で
す
が
、
会
社

の
自
主
的
判
断
で
一
斉
に
休
業
・
自
宅
待
機
さ

せ
た
場
合
は
、
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事

由
に
よ
る
休
業
と
い
う
こ
と
で
、
平
均
賃
金
の

60
％
以
上
の
休
業
手
当
を
支
払
う
義
務
が
生
じ

ま
す
（
労
働
基
準
法
26
条
）。
し
か
し
、
行
政
側

の
要
請
や
指
示
に
よ
る
休
業
の
場
合
は
、
支
払

義
務
は
発
生
し
な
い
と
考
え
ま
す
。

◆ 仕事探しをしている人へ
　「新しい仕事を探す」そんな時にまず見るもの…
そう「求人情報」ですよね。ハローワークには、企業
からたくさんの求人が寄せられています。その「求人
情報」はいろいろなスタイルで見ることができます。

◆ ハローワーク羽咋では、毎日新しい
　 求人情報を更新し、公開しています
　受け付けした「求人情報」はハローワークの中にあ
る「来所者端末コーナー」で検索し閲覧することがで
きます。また、自宅のパソコンやスマートフォンなど
を使って厚生労働省のサイト「ハローワークインター
ネットサービス」から、同じ内
容の「求人情報」を閲覧するこ
とができます。

◆ 「ハローワーク週刊求人情報」を利用ください
　ハローワーク羽咋では、一週間分の求人をまとめた

「ハローワーク週刊求人情報」を、毎週木曜日に発行
しています。
　ハローワーク羽咋の玄関前に設置してありますの
で、夜や土日でもお持ち帰りできます。また、志賀町
役場、富来支所にも設置しています。ただし作成日か
ら時間がたつと、掲載されている情報も取り消しに
なっている可能性があります。
　高年齢者のために「高年齢者応援求人情報」もフロ
ア内に設置しています。

◆ 気になる「求人情報」がありましたら、
    気軽に窓口で相談ください　
　「求人情報」を見て、「もう少し詳しい内容が知りた
い」という気になったら、ハローワーク羽咋に来て相
談してみませんか？ハローワーク羽咋はあなたの就職
活動をサポートします。ご利用をお待ちしています。

★詳しくは・・・ 　問 ハローワーク羽咋　☎ 0767-22-1241



広報しか
2020.6

21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

寄贈品名 寄贈者名 寄贈月日 備考

寄付金
４件　2,600,000円

山守 祐晴 様 （牧山） ４月17日
株式会社加茂野自動車 会長 加茂野 正義 様 （金沢市） ４月24日
株式会社ハイレゾ 様（能登中核工業団地立地企業） ４月30日
志賀町盆栽会 様 ５月18日

マスク　
９件　16,160枚

向クリニック 医師 鈴木 杏奈 様 ３月  ４日 マスク とぎ保育園へ
志賀町日中友好協会 様 ３月26日 マスク
明治安田生命 羽咋営業所 様 ４月20日 マスク 高浜・土田保育園へ
石川サンケン株式会社 様
サンケンオプトプロダクツ株式会社 様

４月22日
４月28日
４月29日

マスク
N95マスク
幼児用マスク

全保育園へ

永光製作所 様 ４月24日 マスク 土田保育園へ
一般財団法人 タケエイSDGs推進財団 様 （東京都） ４月30日 マスク
シオンマネージメント株式会社 様 ５月  ７日 マスク

岡野 國昭 様 （神奈川県） ５月11日
ﾌｪｲｽｼｰﾙド
N95マスク
防護服

株式会社大一家具 様 （羽咋市） ５月14日 マスク
次亜塩素酸水　
１件　54ℓ 北配電業株式会社 様 （金沢市） ４月  ８日

マスク寄贈箱 340 件 小中学校へ ※５月８日現在

善意の花

ウイルス感染予防を
こころがけましょう
ウイルス感染予防を
こころがけましょう

◦手洗い
◦咳エチケット
◦人混みをさける
◦十分な睡眠
◦バランスのよい食事
◦部屋の換気
◦不要不急の外出自粛

　新型コロナウイルスへの感染が拡大する中、感染への不安から不当
な差別や感染した人への誹

ひ ぼ う
謗・中傷が県内でも報告されています。

　誰もがウイルスに感染したくありませんが、誰にでも感染は起こり
うることです。ひょっとすると次は「あなた」か「あなたの大切な人」
が感染してしまうかもしれません。
　いかなる場合であっても、不当な差別、偏見、いじめなどは許され
るものではありません。
　お互いの思いやりと良識ある冷静な行動が家庭や地域社会を守るこ
とにつながります。
　町民の皆さんには、感染拡大の防止とともに、すべての人が安心し
て暮らせる町づくりへのご協力をお願いします。　　　　　　　　　
　 七尾人権擁護委員協議会 羽咋北部会

　法務省全国共通人権相談ダイヤル
　　☎ 0570-003-110
　　（平日 8：30 ～ 17：15）

人権への配慮を
「コロナ差別　ダメ。ゼッタイ！」

ひきつづき 

皆さまの善意、ありがとうございました。有効に活用します。

新型コロナウイルス感染対策への寄贈 5月18日現在

● 健康相談
　内　　容　感染症に関する健康相談や子育ての相談を
　　　　　　電話で受け付けています。
　受付時間　平日　8:30 ～ 17:15
　相 談 先　志賀町保健福祉センター ☎ 32-0339

● 心のケアに関すること
　内　　容　感染症に関する心の健康相談に対応しています。
　　　　　　電話で受け付けています。
　受付時間　平日　8:30 ～ 17:15
　相 談 先　石川県こころの健康センター ☎ 076-238-5750

● 受診と予防方法に関すること
　内　　容　感染症に関する健康相談に対応しています。
　　　　　　電話で受け付けています。
　受付時間　平日　9:00 ～ 17:00
　相 談 先　能登中部保健福祉センター ☎ 0767-53-2482

健康 に 不安 を 感じて
いる人 への 支援




